
第52回定時株主総会招集ご通知に際しての
法令および定款に基づくインターネット開示事項

業務の適正を確保するための体制
連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
連 結 注 記 表
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
個 別 注 記 表

（2020年4月1日から2021年3月31日まで）

「業務の適正を確保するための体制」「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」「株主
資本等変動計算書」および「個別注記表」につきましては、法令および当社定款第15条
の規定に基づき、当社ホームページ（https://www.mizuho-ls.co.jp/）に掲載するこ
とにより、株主の皆様にご提供しております。



業務の適正を確保するための体制
　取締役会で決議した「業務の適正を確保するための体制」および「当該体制の運用状況」の概要は以下
の通りであります。
　なお、2020年4月28日開催の取締役会において決議した当社の「内部統制システム」の運用状況につ
いて検証を実施し、体制・運用に問題がないことを確認したうえで、2021年4月28日開催の取締役会に
おいて決議しております。

「業務の適正を確保するための体制」の決議内容の概要

1　リスク管理体制
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　経営に重大な影響を及ぼす虞のある様々なリスクを適切に把握および評価し、損失の発生を予防す
る等の対応により、許容範囲内にリスクを制御することにより、損失の極小化と効率性の向上を図る
体制を整備する。
　全社的な視点からリスク管理を統括する「リスク管理統括責任者（CRO）」を設置するとともに「リ
スク管理基本方針」を制定し、管理すべきリスクを定量リスク（フィナンシャルリスク）と定性リス
ク（オペレーショナルリスク）とに区分する。
　さらに、定量リスクは、信用リスク、市場リスク、アセットリスク・事業リスクに区分し、定性リ
スクは、事務リスク、ITシステム等に係るリスク、人的・災害等に係るリスク、コンプライアンスリ
スク等に区分し、これらを「リスク管理委員会」において状況把握および対応を行う。
当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社グループ全体として適切にリスク管理を行うため「リスク管理統括責任者（CRO）」は、グルー
プ会社のリスク管理体制の状況を把握し対応を行う。

2　コンプライアンス体制
取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　「コンプライアンス」とは「役職員が法令・諸規則を遵守し、社会的規範にもとることのない誠実
且つ公正な企業活動を実践すること」と定義し「コンプライアンスの不徹底が経営基盤を揺るがし得
ることを十分に認識し、コンプライアンスの徹底を通じ、株主・市場から高く評価され、広く社会か
らの信頼を確立すること」を目的に「コンプライアンス基本方針」を定める。
　「コンプライアンス統括責任者（CCO）」を設置し、CCOは、コンプライアンス全般に係る企画立

－ 1 －



案および推進を行うと共に、コンプライアンス遵守状況を把握・管理する。
当社の子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
の体制
　CCOは「グループ会社経営管理規程」および「コンプライアンス基本方針」等に基づきグループ会
社の役職員の職務執行に係わるコンプライアンス体制の整備・運用状況を把握し対応する。

3　情報管理体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　役職員の職務の執行に係る文書および重要な情報の保存および管理について「情報管理基本方針」
を定め、CCOは、情報および情報資産につき保存年限に応じ適切に保存し且つ管理する体制を整備する。
　情報セキュリティ全般に係る事項につき、リスク情報を「リスク管理委員会」に集約し、リスク状
況を俯瞰した対応を行う。

4　取締役の職務執行の効率性確保体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　取締役の職務の効率的な執行のため、取締役会は、監督機能と戦略的議論を行うことを主たる役割
とし、執行については、執行役員制度を採用し、各々の業務執行において決裁者を定め、責任の明確
化を図る。
　決裁者の判断支援と相互牽制を確保するため、経営会議や各政策委員会を設置し、その運営により、
迅速且つ適切な意思決定を可能とする体制を整備する。

5　グループ会社経営管理体制
当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社は、当社グループの経営方針・経営戦略を策定し、これを各グループ会社と適切に共有し、各
グループ会社は「グループ経営管理規程」に基づき、重要事項について事前承認申請、定期的な経営
状況報告を行うことにより、適切に経営管理を行う体制とする。
　当社は、「グループ経営管理規程」に基づき、各グループ会社の自律的な内部統制の状況を把握し、
必要に応じ、各グループ会社に対し適切な指導を行う。
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6　監査役監査の実効性確保体制
　監査役監査の実効性を確保するため、以下の体制を整備する。

①　 監査役会が監査役の職務を補助する使用人等を置くことを求めた場合、適切な人材（以下「補
助使用人等」）を配置し、その人事に関する事項につき、監査役の意見を尊重する等、補助使
用人等の執行部門からの独立性を確保する。

②　 当社およびグループ会社の役職員は、不正行為、法令違反等、当社グループに著しい損害を及
ぼす虞のある事実を発見した時および監査役が求める事項につき、監査役に報告・説明する。
当社およびグループ会社の役職員および退職者を通報者とする監査役へのホットラインを設置
する。

③　 監査役の指示に従った補助使用人等、監査役へのホットラインの通報者、監査役への報告者お
よび面談者等に対し、これらを行ったことを理由として不利な取扱いを行わない。

④　監査役の職務の執行に関して生ずる費用は、監査役からの請求等に基づき当社が負担する。
⑤　 監査役は、必要と認める社内会議に出席し、当社およびグループ会社の役職員は、監査役から

面談の求めがあった場合、これに応じる。
⑥　当社業務監査部は、監査役への定期的な報告および意見聴取を行う。
⑦　 上記におけるグループ会社の役職員に関する事項につき、グループ会社に対してその適用を指

示する。

「業務の適正を確保するための体制」の運用状況の概要

1　リスク管理体制
損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　全社的な視点からリスク管理を統括する「リスク管理統括責任者（CRO）」を設置するとともに、

「リスク管理委員会」において、リスクを横断的に評価・モニタリングし、管理すべきリスクについ
て定量的な計測の他、定性リスクに関する管理の状況を報告しております。
　「リスク管理基本方針」「フィナンシャルリスク管理規程」「オペレーショナルリスク管理規程」に
基づき、定量リスクおよび定性リスクについて、各リスクの特性に応じた管理を行っております。

①　 信用リスクについては、統計的手法による定量計測、取引先信用格付（四半期毎）、資産査定
（半期毎）等を実施しております。

②　 市場リスクについては、金利・株価等の変動がポートフォリオ全体に及ぼす影響を定量化し、
モニタリングしております。
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③　 アセットリスク・事業リスクについては、いずれも価格変動やキャッシュフローの変化による
投資の劣化を定量化し、モニタリングしております。

　これら各リスクの状況については月次で「PM・ALM委員会」および取締役会へ報告しております。
　また、各分類のリスク・リターンに応じ、リスク資本を配賦することによって資本の有効活用とと
もに、リスク・リターンの向上を図っております。

④　 事務リスクについては「ISO規程」に基づくISO9001認証の継続や「品質マニュアル」等によ
り事務品質の正確性・迅速性の維持に努めております。

⑤　 ITシステム等に係るリスクについては「ITシステム・事務委員会」において、ITシステム投資
に係る状況を把握し必要な対応策の協議等を行っております。

　 また、「情報管理基本方針」「情報管理規程」に基づき、情報セキュリティーレベルを高めつつ、
事務の高度化・効率化等に対応するシステム整備を行っております。

⑥　 人的・災害等に係るリスクについては、新型コロナウイルス感染症に対し、政府による緊急事
態宣言発令に伴い緊急対策本部を設置の上、緊急時業務運営を行う等、お客様・役職員の安全
確保を最優先に、感染拡大防止に向けた取組を継続しております。

⑦　 コンプライアンスリスクについては「コンプライアンス基本方針」等に基づき、整備を行い
「リスク管理委員会」にて報告を行っております。

⑧　 その他のリスクについては、「リスク管理基本方針」等の定めに基づき、適切に状況を把握し
対応を行っております。

当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　「リスク管理統括責任者（CRO）」の下、「フィナンシャルリスク管理規程」および「オペレーショ
ナルリスク管理規程」に基づき、グループ会社のリスク管理の状況を把握し対応を行っております。
　具体的には、当社およびグループ会社における定量的なリスクの量を計測するほか、オペレーショ
ナルリスク事象については、即時且つ一元的に幅広く収集し、適切な顧客対応、原因分析、再発防止
策の策定等を行っております。

2　コンプライアンス体制
取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
　「コンプライアンス基本方針」に基づき、規程類を制定し、「コンプライアンス統括責任者（CCO）」
の下、コンプライアンス統括室が、コンプライアンス全般に係る企画立案および推進を行うと共に、
コンプライアンス遵守状況を適切に把握・管理しております。

①　 「みずほリースグループの企業行動規範」および「反社会的勢力関係に関する規程」等に基づき、
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反社会的勢力との取引排除に向けて対応しております。
②　 コンプライアンスを徹底するための具体的な実践計画として「コンプライアンス・プログラム」

を策定し、各種教育・研修およびコンプライアンスの遵守状況のチェックを行い、実施結果を
経営会議に報告しております。

③　 社長直轄の業務監査部が、内部監査の実施を通じ、部店のコンプライアンスの状況を調査・検
証し、その報告に基づき、コンプライアンス統括室が中心となり、所要の措置を講じておりま
す。

④　 職場における不正行為等の早期発見のため社員が安心して相談・報告できる様、社内外に通報
窓口を設置すると共に「内部通報者保護規程」に基づき、報告者本人に対し、いかなる不利益
な取り扱いも行っておりません。

⑤　 財務報告の信頼性を確保するため、決算・財務報告プロセスにつき、内部統制統括室が財務諸
表および財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等の評価を実施しております。

当社の子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため
の体制

①　 当社グループ会社は、共通の経営理念と「みずほリースグループの企業行動規範」の下「コン
プライアンス基本方針」等に基づき、当社と同様のコンプライアンス体制を整備し運用してお
ります。

②　 当社業務監査部は、コンプライアンスの順守状況を監査項目の一つとして設定してグループ会
社を監査し、その報告に基づき、当社コンプライアンス統括室が中心となり、所要の措置を講
じております。

3　情報管理体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
　役職員の職務の執行に関し、株主総会議事録および取締役会議事録等を適切に保存・管理し、必要
に応じて閲覧可能な状態を維持しております。
　情報および情報資産の管理については、統括責任者および管理責任者を選定し、ルールの徹底等を
行っております。
　情報漏えいリスクについては、「リスク管理委員会」において、各種施策の推進状況、リスク管理
状況等の報告、審議・調整等を行っております。
　グループ会社においても、リスク事象発生に関する報告を行う等、適切なリスク管理報告、法令等
制度への対応を行っております。
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4　取締役の職務執行の効率性確保体制
取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　監督（取締役会）と執行（経営会議等）の役割を明確化すると共に、執行役員制度の下、経営会議
や各政策委員会を設置し、迅速且つ適切な組織的意思決定を可能とする体制を整備し、運営しており
ます。

5　グループ会社経営管理体制
当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　「グループ会社経営管理規程」に基づき、当社による事前承認、当社への報告等により、グループ
会社の経営を適切に管理しております。
　各グループ会社の機能毎の指導・支援・管理は、当社の各機能部門が各グループ会社の同一機能部
門と連携して行い、国内グループ会社は経営企画部が、海外グループ会社は国際業務管理部が、夫々
責任部門として適切に統括管理しております。
　主要な国内グループ会社においては「内部統制システムの整備に関する基本方針」を策定し、業務
の適正を確保するための体制を適切に構築・運用しております。
　当社業務監査部が、主要なグループ会社の内部監査を実施する他、当社監査役の求めに応じ、当社
および主要なグループ会社の監査役との連絡会（グループ監査役連絡会）に対する必要な情報の提供
等を行っております。
当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
　「グループ会社経営管理規程」に基づき、各グループ会社の重要事項については事前承認申請を、
これに準じる事項については報告を受けております。
当社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　当社経営会議において、定期的に各グループ会社から経営状況について報告を受けている他、必要
に応じ、各グループ会社に対し、適切な指導を行っております。

6　監査役監査の実効性確保体制
①　 専任の補助使用人等は設置しておりませんが、監査役会にかかる事務については、経営企画部が

適切に対応しております。
②　 監査役が出席する当社取締役会その他重要な会議等において、当社およびグループ会社の業務の
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執行状況および結果について報告するとともに、重要な決裁文書や報告資料等を監査役へ回付し
ております。

③　 当社およびグループ会社の役職員は、必要に応じ監査役への報告を行うとともに、監査役から説
明等を求められた事項については、全て対応しております。

④　 当社およびグループ会社の内部通報制度として、監査役へのホットラインを設置しております。
⑤　 当社およびグループ会社の役職員が監査役に報告等を行ったことを理由として不利な取扱いを受

けることはなく、当社およびグループ会社において「内部通報者保護規程」を整備し、通報者等
の保護を図っております。

⑥　 監査役の職務の執行に関する費用等については、監査役の請求等に従い当社が負担しております。
⑦　 当社の取締役、業務監査部、会計監査人、外部専門家、主要グループ会社社長およびグループ会

社監査役は、定期的または随時に監査役との面談等実施しております。
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連結株主資本等変動計算書
（自　2020年 4 月 1 日

至　2021年 3 月31日） （単位：百万円）
株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
2 0 2 0 年 ４ 月 １ 日 残 高 26,088 23,941 131,579 △1,745 179,863
会計方針の変更による累積的影響額 － － △194 － △194
会計方針の変更を反映した2020年４月１日残高 26,088 23,941 131,384 △1,745 179,668
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － △4,018 － △4,018
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 － － 21,772 － 21,772
自 己 株 式 の 取 得 － － － △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 － － － 19 19
連 結 範 囲 の 変 動 － － 9 － 9
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額（ 純 額 ） － － － － －

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － － 17,764 19 17,783
2 0 2 1 年 ３ 月 3 1 日 残 高 26,088 23,941 149,148 △1,725 197,452

（単位：百万円）
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

2 0 2 0 年 4 月 1 日 残 高 7,430 △1,060 △1,005 △41 5,323
会計方針の変更による累積的影響額 － － － － －
会計方針の変更を反映した2020年４月１日残高 7,430 △1,060 △1,005 △41 5,323
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － － － － －
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 － － － － －
自 己 株 式 の 取 得 － － － － －
自 己 株 式 の 処 分 － － － － －
連 結 範 囲 の 変 動 － － － － －
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額（ 純 額 ） △921 △167 △1,766 694 △2,160

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △921 △167 △1,766 694 △2,160
2 0 2 1 年 ３ 月 3 1 日 残 高 6,509 △1,227 △2,771 652 3,162

（単位：百万円）

非支配株主持分 純資産合計
2 0 2 0 年 4 月 1 日 残 高 10,594 195,780
会計方針の変更による累積的影響額 － △194
会計方針の変更を反映した2020年４月１日残高 10,594 195,585
連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 － △4,018
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 － 21,772
自 己 株 式 の 取 得 － △0
自 己 株 式 の 処 分 － 19
連 結 範 囲 の 変 動 － 9
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結
会 計 年 度 中 の 変 動 額（ 純 額 ） △356 △2,516

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △356 15,267
2 0 2 1 年 ３ 月 3 1 日 残 高 10,237 210,852

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
　（1） 連結の範囲に関する事項
　　①　連結子会社の数 31社

主要な連結子会社の名称
みずほ東芝リース株式会社
第一リース株式会社
みずほオートリース株式会社
エムエル・エステート株式会社
瑞穂融資租賃（中国）有限公司
PT. VERENA MULTI FINANCE Tbk
Mizuho Leasing (Singapore) Pte. Ltd.
Mizuho Leasing (Singapore) Pte. Ltd.については重要性が増加したことにより当連結会計年度におい

て連結の範囲に含めております。
なお、合同会社BBリーシングについては清算したことにより、当連結会計年度において連結の範囲か

ら除外しております。
　　②　主要な非連結子会社の名称等

カイキアスリーシング有限会社
Aries Line Shipping S.A.

（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社のうち、カイキアスリーシング有限会社ほか96社は、主として匿名組合契約方式による

賃貸事業を行っている営業者であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属しないため、連結の
範囲から除外しております。

非連結子会社のうち、Aries Line Shipping S.A.ほか49社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資
産額・売上高・当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等はいずれも連結計算
書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

　　③　開示対象特別目的会社
　開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社を利用した取引の概要及び開示対象特別目的会社
との取引金額等については、「８．開示対象特別目的会社に関する注記」に記載しております。

　（2） 持分法の適用に関する事項
　　①　持分法を適用した関連会社の数　8社

主要な持分法適用関連会社の名称
みずほ丸紅リース株式会社

連結注記表
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リコーリース株式会社
PLM Fleet, LLC
Krung Thai IBJ Leasing Co., Ltd.
PNB-Mizuho Leasing and Finance Corporation
Aircastle Limited
Vietnam International Leasing Co., Ltd.
リコーリース株式会社については新たに株式を取得したことにより、また、Vietnam International 

Leasing Co., Ltd.については新たに持分を取得したことにより、当連結会計年度において持分法適用の範
囲に含めております。

　　②　持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社の名称等
カイキアスリーシング有限会社（非連結子会社）
Aries Line Shipping S.A.（非連結子会社）
IBJ ROYAL LINE S.A.（関連会社）

（持分法を適用しない理由）
　持分法を適用しない非連結子会社のうち、カイキアスリーシング有限会社ほか96社は、主として匿名
組合契約方式による賃貸事業を行っている営業者であり、その資産及び損益は実質的に当該子会社に帰属
しないため、持分法の適用範囲から除外しております。
　持分法を適用しない非連結子会社のうち、Aries Line Shipping S.A.ほか49社及び関連会社のIBJ ROYAL 
LINE S.A.ほか1社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分
法の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を与えないため、持分法の適用範囲から除外しております。

　（3） 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の決算日は、瑞穂融資租賃（中国）有限公司ほか16社が12月31日及びCygnus Line Shipping 
S.A.ほか４社が2月28日であります。
　連結計算書類作成にあたっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につい
ては、連結上必要な調整を行っております。

　（4） 会計方針に関する事項
　　①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　有価証券
その他有価証券

時価のあるもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用しております。
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時価を把握することが極めて困難と認められるもの
移動平均法による原価法を採用しております。

ロ　デリバティブ
時価法を採用しております。

　　②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ　賃貸資産

　主として賃貸期間を償却年数とし、賃貸期間終了時の処分見積価額を残存価額とする定額法を採用して
おります。

ロ　社用資産
　当社及び国内連結子会社は、主として定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおり
であります。

建　　物 ３～65年
器具備品 ２～20年

ハ　その他の無形固定資産
　当社及び連結子会社は、定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内
における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

　　③　繰延資産の処理方法
　社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。

　　④　重要な引当金の計上基準
イ　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権及び破
産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
　破産更生債権等については、債権額から回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額と
して債権額から直接減額しております。
　なお、直接減額した金額は5,482百万円であります。

ロ　賞与引当金
　当社及び一部の国内連結子会社は、従業員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支
給見込額を計上しております。

ハ　役員賞与引当金
　当社及び一部の国内連結子会社は、役員等に対して支給する賞与の支払いに備えるため、当連結会計年
度における支給見込額を計上しております。

ニ　債務保証損失引当金
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　当社及び一部の国内連結子会社は、債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案
し、損失見込額を計上しております。

ホ　役員株式給付引当金
　役員等の株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式等の給付債務見込額を計上しており
ます。

　　⑤　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して
おります。
　なお、在外連結子会社等の資産、負債、収益、費用は、各社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、
換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。

　　⑥　重要なヘッジ会計の方法
イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処
理を、特例処理の要件を満たしている金利スワップ等については特例処理を採用しております。

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象
　　ヘッジ手段…金利スワップ、金利通貨スワップ、借入金、社債、為替予約
　　ヘッジ対象…借入金、社債、営業貸付金、その他の営業貸付債権、有価証券、外貨建予定取引

ハ　ヘッジ方針
　資産及び負債から発生する金利リスク及び為替変動リスクをヘッジし、安定した収益を確保するために、
取締役会で定められた社内管理規程に基づき、デリバティブ取引を行っております。

ニ　ヘッジの有効性評価の方法
　ヘッジの開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動及び
キャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎として判断しております。

（「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を適用しているヘッジ関係）
　上記のヘッジ関係のうち、「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」（実務対応報告第
40号　2020年９月29日）の適用範囲に含まれるヘッジ関係のすべてに、当該実務対応報告に定められ
る特例的な取扱いを適用しております。当該実務対応報告を適用しているヘッジ関係の内容は、以下のと
おりであります。
　ヘッジ会計の方法… 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利ス

ワップ等については特例処理を採用しております。
　ヘッジ手段…金利スワップ、金利通貨スワップ、借入金
　ヘッジ対象…借入金、営業貸付金、その他の営業貸付債権、有価証券
　ヘッジ取引の種類…相場変動を相殺するもの及びキャッシュ・フローを固定するもの
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　　⑦　のれんの償却方法及び償却期間
　のれんについては投資効果の発現する期間や投資の回収期間等を見積り、当該期間において均等償却して
おります。また、金額に重要性が乏しい場合には発生年度に一括償却しております。
　なお、持分法の適用にあたり、発生した投資差額（のれん相当額）についても、上記と同様の方法を採用
しております。

　　⑧　その他連結計算書類作成のための重要な事項
イ　ファイナンス・リース取引に係る売上高及び売上原価の計上基準

　リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。
ロ　オペレーティング・リース取引に係る売上高及び売上原価の計上基準

　リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に
対応するリース料を計上しております。
　なお、賃貸資産を売却した場合は、当該売却額を売上高、帳簿価額を売上原価に計上しております。

（追加情報）
　「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　2020年３
月31日）を当連結会計年度末に係る連結計算書類から適用し、関連する会計基準等の定めが明らかでな
い場合に採用した会計処理の原則及び手続を新たに開示しております。

ハ　営業貸付債権の計上方法
　営業目的の金融収益を得るために実行する貸付金、ファクタリング等を計上しております。
　なお、当該金融収益は「売上高」に計上しております。

ニ　営業投資有価証券の計上方法
　営業目的の金融収益を得るために所有する有価証券を計上しております。
　なお、当該金融収益は「売上高」に計上しております。

ホ　退職給付に係る会計処理の方法
(a) 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。

(b) 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、発生期の従業員の平均残存勤務期間（10～17年）による定額法に

より按分した額を発生期の翌連結会計年度から費用処理しております。
ヘ　消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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２．会計上の見積りに関する注記
（1） 貸倒引当金の計上

　　①　当期の連結計算書類に計上した金額
貸倒引当金(流動・固定) 2,764百万円

　　②　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
イ　金額の算出に用いた主要な仮定

　当社グループの貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、債権の区分ごとに必要と認めた
額を計上しております。
　債権の区分の決定には、債務者の業況の将来見込、新型コロナウイルス感染症の影響等に関する仮定を
含んでおります。
　なお、新型コロナウイルス感染症が与える影響については、変異株の発生やワクチンの普及状況等につ
いて不確実性も高く、2021年度内は留意を要する状況が続くと認識しております。

ロ　金額の算出方法
　当社グループの貸倒引当金の計上基準は、「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関
する注記等　（4）会計方針に関する事項　④ 重要な引当金の計上基準」に記載しており、回収不能見込
額は、一般債権については今後１年間の予想損失額を見込んで計上しており、この予想損失額は１年間の
貸倒実績を基礎とした貸倒実績率の過去３算定期間の平均値に基づき予想損失率を求め算出しております。
　また、貸倒懸念債権及び破産更生債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上
しております。

ハ　翌期の連結計算書類に与える影響
　上記「イ 金額の算出に用いた主要な仮定」における与信先の債権の区分の決定に用いた仮定は不確実
であり、また、新型コロナウイルス感染症の拡大等により特定の業界における経営環境の変化等が生じた
場合には、損失額が増減する可能性があります。

（2） 持分法適用会社に係るのれんの評価
　　①　当期の連結計算書類に計上した金額

投資有価証券 132,202百万円
　　②　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

　当社は、一部の持分法適用会社について、のれん相当額を識別しております。
　当社は、当連結会計年度において、各社ののれん相当額について「固定資産の減損に係る会計基準」

（企業会計審議会 平成14年８月９日）等に基づき検討した結果、減損処理は不要と判断いたしました。
イ　金額の算出に用いた主要な仮定

　上記判断に使用する、持分法適用会社の営業損益見込、将来キャッシュ・フローは、各社の事業計画に
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基づく数値であります。各社の事業計画は、各社の置かれている経済状態、市場環境、属する業界の動向、
新型コロナウイルス感染症拡大の影響及び回復時期等に関する仮定を含んでおります。

ロ　金額の算出方法
　持分法適用会社の事業計画に基づく数値で算出しております。

ハ　翌期の連結計算書類に与える影響
　見積りにおいて用いた仮定について、持分法適用会社に事業計画の達成困難な状況等が生じることによ
り見直しが必要になった場合、翌期において減損処理が必要となる可能性があります。

３．追加情報
（株式給付信託（BBT）制度）

当社は、取締役（取締役会長及び社外取締役を除く） 及び取締役を兼務しない執行役員（取締役及び執行役
員を総称して「取締役等」という）の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にすることで、中
長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献し、ひいては、株式価値を高める意識を株主の皆様と共有するこ
とを目的として、業績連動型株式報酬制度（以下、「本制度」という）を導入しております。

（1） 本制度の概要
本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信託を「本

信託」という）を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及
び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下、「当社株式等」という）が本信託を通じて給付される業
績連動型株式報酬制度です。なお、取締役等が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として、当社の各中期
経営計画期間の終了後又は退任後の一定の時期となります。

（2） 信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により純資産の部に自己株式

として計上しております。当連結会計年度末の当該自己株式の帳簿価額は1,724百万円、株式数は631,900
株であります。

４．連結貸借対照表等に関する注記
（1） 有形固定資産の減価償却累計額

賃貸資産の減価償却累計額 　85,304百万円
社用資産の減価償却累計額 3,692百万円

（2） 担保に供している資産
リース債権及びリース投資資産 14,316百万円
営 業 投 資 有 価 証 券  29,640百万円
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賃　　　 貸　　　 資　　　 産 32,689百万円
社　　　 用　　　 資　　　 産 110百万円
投 　 資 　 有 　 価 　 証 　 券  10百万円
　合　　　　　計 76,767百万円

（3） 担保提供資産に対応する債務
短　　 期　　 借　　 入　　 金 20,889百万円
一年内返済予定の長期借入金 20,506百万円
長　　 期　　 借　　 入　　 金 30,651百万円
　合　　　　　計 72,047百万円

（4） 債権流動化に伴う支払債務及び債権流動化に伴う長期支払債務
　債権流動化に伴う支払債務及び債権流動化に伴う長期支払債務は、リース債権流動化による資金調達額であ
ります。
　なお、これに伴い譲渡したリース債権の残高は166,890百万円であります。

（5） 保証債務
営 業 活 動 に 係 る 保 証 債 務  13,883百万円
そ の 他 の 保 証 債 務  11,103百万円
　合　　　　　計 24,987百万円

（6） その他
　当社連結子会社のみずほ東芝リース株式会社は、日鉄ソリューションズ株式会社との間でのシステムサーバ
及び周辺機器等に係る売買契約（以下「本件売買契約」という）に関して、日鉄ソリューションズ株式会社が
2019年11月、本件売買契約を解消する旨の意思表示をしましたが、日鉄ソリューションズ株式会社に対する
売買代金相当額を請求する正当な権利を有しているものと判断し、2020年３月31日に東京地方裁判所に対し、
日鉄ソリューションズ株式会社を被告とした訴訟を提起いたしました。
　なお、本件売買代金相当額に見合う未収入金10,620百万円については、連結貸借対照表の投資その他の資
産の区分のその他に計上しております。

５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
（1） 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 49,004,000株 － － 49,004,000株
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（2） 剰余金の配当に関する事項
　　①　配当金支払額等

決　　議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配　当　額 基　準　日 効力発生日

2020年 ６ 月24日
定 時 株 主 総 会 普通株式 2,058百万円 42円 2020 年 ３ 月 31 日 2020 年 ６ 月 25 日

2020年11月 ５ 日
取 締 役 会 普通株式 1,960百万円 40円 2020 年 ９ 月 30 日 2020 年 12 月 ３ 日

合　　計 4,018百万円

　　②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
　2021年６月24日開催の第52回定時株主総会において次のとおり付議いたします。
　・配 当 金 の 総 額  2,548百万円
　・1株当たり配当額 52円
　・基　　準　　日 2021年3月31日
　・効 力 発 生 日  2021年6月25日
　　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

６．金融商品に関する注記
（1） 金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、リース、割賦、貸付等の総合金融サービス事業を展開しております。資金調達につきま
しては、財務安定性の観点から調達方法の多様化を図り、金融機関からの間接調達のほか、コマーシャル・
ペーパーや社債の発行、リース債権の流動化による直接調達を行っております。また、当社グループでは、
資産負債の統合管理（ＡＬＭ）を行っており、借入金利等の金利変動リスクを回避しつつ、安定した収益を
確保する目的等でデリバティブ取引を利用しております。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
　当社グループが保有する金融資産であるリース債権及びリース投資資産、割賦債権、営業貸付金、その他
の営業貸付債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、案件受付等の入口段階
で取引先ごとの信用格付付与に加えて案件審査を通じて的確かつ厳正な与信判断を行い、期中管理として自
己査定規程に則した資産査定による適正な償却・引当を実施しております。また、ポートフォリオ全体の信
用リスクについても定期的に計量を行い、そのリスク量を一定の範囲に抑えるべくリスク全体をコントロー
ルする管理体制をとっております。
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　営業投資有価証券、投資有価証券は、主として株式、債券、優先出資証券及び組合出資金であり、発行体
の信用リスクのほか、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、当該リスクに関してもそのリスクを計
量しモニタリングを行う体制をとっております。
　借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債等は、金融市場の環境変化により機動的な資金調達を行うこと
ができなくなる流動性リスクに晒されているほか、変動金利借入については金利の変動リスクに晒されてお
ります。これらの資金調達に関するリスクについては、ALM分析に基づき管理し、リスクをコントロール
しながら安定した収益の確保に努める態勢をとっております。
　デリバティブ取引は、主としてALMの一環として行っている金利スワップ取引であります。当社グルー
プでは、金利スワップ取引をヘッジ手段として、ヘッジ対象である借入金等にかかわる金利の変動リスクに
対してヘッジ会計を適用し、金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッジを
行っております。デリバティブ取引の執行・管理については、社内管理規程に従って行っており、また、デ
リバティブ取引の利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、信用度の高い大手金
融機関とのみ取引を行っております。

（2） 金融商品の時価等に関する事項
　2021年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を
参照ください）。
　また、経過利息が発生する取引については、時価より連結決算日までの既経過利息を控除しております。

（単位：百万円）
連結貸借対照表
計 上 額 時　　　価 差　　　額

（1） 現金及び預金 21,052 21,052 －
（2）割賦債権（＊1）（＊2） 123,267 123,553 285
（3）リース債権及びリース投資資産（＊2）（＊3）（＊4） 1,156,021 1,208,328 52,306
（4）営業貸付金（＊2） 328,444 346,977 18,532
（5）その他の営業貸付債権（＊2） 171,559 174,211 2,652
（6）営業投資有価証券、投資有価証券
　　　 その他有価証券 153,216 153,216 －
　　　 関連会社株式 38,842 21,375 △17,467

（7）破産更生債権等（＊5） 10,980 10,980 －
資産計 2,003,385 2,059,694 56,309

－ 18 －



（1）支払手形及び買掛金 35,157 35,133 △24
（2）短期借入金 317,783 317,617 △166
（3）コマーシャル・ペーパー 714,100 714,307 207
（4）リース債務 8,958 8,909 △49
（5）社債（＊6） 210,425 211,166 741
（6）長期借入金（＊7） 878,359 877,419 △940
（7）債権流動化に伴う長期支払債務（＊8） 134,719 134,747 28

負債計 2,299,503 2,299,301 △202
デリバティブ取引（＊9）
　①　ヘッジ会計が適用されていないもの （3） （3） －
　②　ヘッジ会計が適用されているもの （1,883） （1,883） －

デリバティブ取引計 （1,887） （1,887） －

（＊1） 割賦債権は、割賦未実現利益を控除しております。
（＊2） 割賦債権、リース債権及びリース投資資産、営業貸付金及びその他の営業貸付債権については、これら

に対応する一般貸倒引当金を控除しております。
（＊3） リース投資資産については、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る見積残存価額を控除してお

ります。
（＊4） リース債権及びリース投資資産については、約定期日到来により受領した未経過リース期間に対応する

リース料を控除しております。
（＊5） 破産更生債権等に対応する個別貸倒引当金を控除しております。
（＊6） 一年内償還予定の社債を含めて表示しております。
（＊7） 一年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
（＊8） 債権流動化に伴う支払債務を含めて表示しております。
（＊9） デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項

目については、（　）で示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法

資　産
　（1） 現金及び預金

　預金は全て短期であり時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
　（2） 割賦債権
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　割賦債権については、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッシュ・フローを銀行間取引金利
等の適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。

　（3） リース債権及びリース投資資産
　リース債権及びリース投資資産については、与信管理上の信用リスク区分ごとに、原則として受取リース料
から維持管理費用を控除した将来キャッシュ・フローを銀行間取引金利等の適切な指標に信用スプレッドを上
乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。

　（4） 営業貸付金及び（5） その他の営業貸付債権
　営業貸付金及びその他の営業貸付債権については、与信管理上の信用リスク区分ごとに、その将来キャッ
シュ・フローを銀行間取引金利等の適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値によ
り算定しております。

　（6） 営業投資有価証券、投資有価証券
　営業投資有価証券、投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっております。債券は、取引金
融機関から提示された価格、又は与信管理上の信用リスク区分ごとに将来キャッシュ・フローを銀行間取引金
利等の適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値によっております。

　（7） 破産更生債権等
　破産更生債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、
時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額を
もって時価としております。

負　債
　（1） 支払手形及び買掛金

　支払手形及び短期の買掛金については、短期間で決済されるため時価は帳簿価額と近似していることから、
当該帳簿価額によっております。また、長期の買掛金については、その将来キャッシュ・フローを銀行間取引
金利等の適切な指標に調達スプレッドを上乗せして割り引いた現在価値により算定しております。

　（2） 短期借入金及び（3） コマーシャル・ペーパー
　短期借入金及びコマーシャル・ペーパーについては、その元利の合計額を銀行間取引金利等の適切な指標に
調達スプレッドを上乗せして割り引いた現在価値により算定しております。

　（4） リース債務
　リース債務については、原則としてその将来キャッシュ・フローを銀行間取引金利等の適切な指標に調達ス
プレッドを上乗せして割り引いた現在価値により算定しております。

　（5） 社債及び（6） 長期借入金
　社債及び長期借入金については、その元利の合計額を銀行間取引金利等の適切な指標に調達スプレッドを上
乗せして割り引いた現在価値により算定しております。
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　（7） 債権流動化に伴う長期支払債務
　債権流動化に伴う長期支払債務については、その将来キャッシュ・フローを銀行間取引金利等の適切な指標
に債権流動化の調達スプレッドを上乗せして割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引
　時価の算定方法は、取引金融機関から提示された価格等によっております。
　また、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引のうち金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ
対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記
載しております（金融商品の時価情報の「負債（6） 長期借入金」参照）。

（注2） 非上場株式等（連結貸借対照表計上額200,892百万円）は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー
を見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、金融商品の時価情報の

「資産（6） その他有価証券」には含まれておりません。

７．賃貸等不動産に関する注記
　（1） 賃貸等不動産の状況に関する事項

　一部の国内連結子会社では、東京都その他の地域において、賃貸商業施設等（土地を含む）を所有しており
ます。

　（2） 賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時　価

218,901 238,471

（注）１．連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．時価は、主として不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づく金額であります。

８．開示対象特別目的会社に関する注記
　（1） 開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要

　当社では、資金調達先の多様化を図り、安定的に資金調達することを目的として、リース料債権等の流動化
を実施しております。当該流動化にあたり、特別目的会社を利用しておりますが、これらには特例有限会社や
合同会社があります。
　当該流動化において、当社は、前述したリース料債権等を特別目的会社に譲渡し、譲渡した資産を裏付けと
して特別目的会社が借入などによって調達した資金を、売却代金として受領しております。
　さらに、当社は、特別目的会社に対し回収サービス業務を行い、また、一部については譲渡資産の残存部分
を留保しております。この残存部分については、2021年３月末現在、適切に評価を行い会計処理に反映して
おります。
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　流動化の結果、2021年３月末において、取引残高のある特別目的会社は12社あり、当該特別目的会社の直
近の決算日における資産総額（単純合算）は257,123百万円、負債総額（単純合算）は257,414百万円であ
ります。
　なお、大半の特別目的会社においては、当社の従業員が役員を兼務しておりますが、当社は議決権のある株
式等は保有しておりません。

　（2） 開示対象特別目的会社との取引金額等
　当連結会計年度における当社と特別目的会社との取引金額は次のとおりであります。

（単位：百万円）

主な取引の金額又は
当連結会計年度末残高

主　　　　な　　　　損　　　　益

項　　　　　目 金　　　　　額

譲渡資産（注）1

　リース債権及びリース投資資産 45,250
譲渡益 －

　割賦債権 10,000

譲渡資産に係る残存部分（注）2 271 分配益 541

事務受託業務（注）3 － 事務受託手数料 1

（注）１．  譲渡資産に係る取引の金額は、譲渡時点の帳簿価額によって記載しております。なお、リース料債権等の流動化
について、金銭債権消滅の認識要件を満たしていないものについては金融取引として処理しているため、当該取
引における取引金額等の記載を省略しております。

２．譲渡資産に係る残存部分の取引の金額は、当連結会計年度における資産の譲渡によって生じたもので、譲渡時点の
帳簿価額によって記載しております。
2021年３月末現在、譲渡資産に係る残存部分の残高は11,123百万円であります。また、当該残存部分に係る分
配益は売上高に計上しております。

３．事務受託手数料は、回収サービス業務に係る手数料を含んでおり、営業外収益に計上しております。

９．1株当たり情報に関する注記
（1） 1株当たり純資産額 4,147円40銭
（2） 1株当たり当期純利益 450円14銭

（注）当社の株式給付信託（BBT）において株式会社日本カストディ銀行が保有する当社株式は、1株当たり純
資産額の算定上、当連結会計年度末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。なお、控除
した当該自己株式の当連結会計年度末株式数は631,900株であります。
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また、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
なお、控除した当該自己株式の期中平均株式数は当連結会計年度末において634,140株であります。

10．金額の表示単位
記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（自　2020年 4 月 1 日

至　2021年 3 月31日） （単位：百万円）
株 主 資 本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金
その他
資本

剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰余金 利益
剰余金
合計

別途
積立金

繰越利益
剰余金

2020年４月１日残高 26,088 24,008 291 24,300 68,000 25,374 93,374 △1,745 142,017
事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － － － － － △4,018 △4,018 － △4,018
別途積立金の積立 － － － － 2,000 △2,000 － － －
当 期 純 利 益 － － － － － 10,864 10,864 － 10,864
自 己 株 式 の 取 得 － － － － － － － △0 △0
自 己 株 式 の 処 分 － － － － － － － 19 19
株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額） － － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計 － － － － 2,000 4,846 6,846 19 6,865
2021年3月31日残高 26,088 24,008 291 24,300 70,000 30,221 100,221 △1,725 148,883

（単位：百万円）
評価・換算差額等

純資産
合計

その他
有価証券

評価差額金

繰延
ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

2020年４月１日残高 7,240 △1,317 5,922 147,940
事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 － － － △4,018
別途積立金の積立 － － － －
当 期 純 利 益 － － － 10,864
自 己 株 式 の 取 得 － － － △0
自 己 株 式 の 処 分 － － － 19
株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額（純額） △1,182 △236 △1,418 △1,418

事業年度中の変動額合計 △1,182 △236 △1,418 5,447
2021年3月31日残高 6,058 △1,554 4,504 153,387

（注） 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1） 有価証券の評価基準及び評価方法

①　子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。

②　その他有価証券
時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法
により算定）を採用しております。

時価を把握することが極めて困難と認められるもの
移動平均法による原価法を採用しております。

（2） デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。

（3） 固定資産の減価償却の方法
①　賃貸資産

主として賃貸期間を償却年数とし、賃貸期間終了時の処分見積価額を残存価額とする定額法を採用してお
ります。

②　社用資産
主として定率法を採用しております。ただし、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産につ

いては、３年間均等償却によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建　　　物 ３～65年
器 具 備 品 ３～15年

③　その他の無形固定資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用しております。
（4） 繰延資産の処理方法

社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
（5） 引当金の計上基準

①　貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権及び破産

更生債権等については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

個別注記表
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破産更生債権等については、債権額から回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額とし
て債権額から直接減額しております。

なお、直接減額した金額は5,096百万円であります。
②　賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、当期に負担すべき支給見込額を計上しております。
③　役員賞与引当金

役員等に対して支給する賞与の支払いに備えるため、当期における支給見込額を計上しております。
④　債務保証損失引当金

債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失見込額を計上しております。
⑤　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上してお
ります。
イ　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当期末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。

ロ　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、発生期の従業員の平均残存勤務期間（12～17年）による定額法により

按分した額を発生期の翌期から費用処理しております。
⑥　役員株式給付引当金

役員等の株式の給付に備えるため、当期末における株式等の給付債務見込額を計上しております。
（6） 収益及び費用の計上基準

①　ファイナンス・リース取引に係る売上高及び売上原価の計上基準
リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法によっております。

②　オペレーティング・リース取引に係る売上高の計上基準
リース契約期間に基づくリース契約上の収受すべき月当たりのリース料を基準として、その経過期間に対

応するリース料を計上しております。
③　割賦販売取引の割賦売上高及び割賦原価の計上基準

原則として、商品の引渡時にその契約高のうち元本相当額を割賦債権に計上し、支払期日の到来の都度金
利相当額を割賦売上高に計上しております。

なお、販売型割賦契約については販売時に割賦売上高と対応する割賦原価の一括計上を行っております。
また、期間未到来の割賦未実現利益は、繰延処理しております。
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④　金融費用の計上基準
金融費用は、売上高に対応する金融費用とその他の金融費用を区分計上することとしております。
その配分方法は、総資産を営業取引に基づく資産とその他の資産に区分し、その資産残高を基準として営

業資産に対応する金融費用は資金原価として売上原価に、その他の資産に対応する金融費用を営業外費用に
計上しております。

なお、資金原価は、営業資産に係る金融費用からこれに対応する受取利息等を控除して計上しております。
（7） ヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理

を、特例処理の要件を満たしている金利スワップ等については特例処理を採用しております。
②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…金利スワップ、金利通貨スワップ、借入金、社債、為替予約
ヘッジ対象…借入金、社債、営業貸付金、その他の営業貸付債権、有価証券、外貨建予定取引

③　ヘッジ方針
資産及び負債から発生する金利リスク及び為替変動リスクをヘッジし、安定した収益を確保するために、

取締役会で定められた社内管理規程に基づき、デリバティブ取引を行っております。
④　ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジの開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動及びキャッ
シュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎として判断しております。

（8） その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
①　営業貸付債権の計上方法

営業目的の金融収益を得るために実行する貸付金、ファクタリング等を計上しております。
なお、当該金融収益は売上高の「ファイナンス収益」に計上しております。

②　営業投資有価証券の計上方法
営業目的の金融収益を得るために所有する有価証券を計上しております。
なお、当該金融収益は売上高の「その他の売上高」に計上しております。

③　退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類における会計処理

の方法と異なっております。
④　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
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２．会計上の見積りに関する注記
（1） 貸倒引当金の計上

①　当期の計算書類に計上した金額
貸倒引当金(流動・固定) 1,121百万円

②　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
①の金額の算出方法は、連結計算書類「連結注記表　２．会計上の見積りに関する注記　（1）貸倒引当

金の計上」の内容と同一であるため、記載を省略しております。

（2）関係会社株式（超過収益力を反映して取得した関連会社）の評価
①　当期の計算書類に計上した金額

関係会社株式 130,297百万円
②　会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報

当社は、当期において、保有する関係会社株式の実質価額に著しい下落は生じておらず、減損処理は不要
と判断いたしました。

なお、一部の関係会社株式（超過収益力を反映して取得した関連会社）の実質価額については、直近の計
算書類を基礎とし超過収益力を反映して評価いたしました。

イ　金額の算出に用いた主要な仮定
一部の関係会社株式（超過収益力を反映して取得した関連会社）について、実質価額に反映した超過収益

力は、関連会社の事業計画に基づいて見積もられた数値であります。各社の事業計画は、各社の置かれてい
る経済状態、市場環境、属する業界の動向、新型コロナウイルス感染症拡大の影響及び回復時期等に関する
仮定を含んでおります。

ロ　金額の算出方法
関連会社の事業計画に基づく数値で算出しております。

ハ　翌期の計算書類に与える影響
見積りにおいて用いた仮定について、関連会社に事業計画の達成困難な状況等が生じることにより見直し

が必要になった場合、翌期において減損処理が必要となる可能性があります。

３．貸借対照表等に関する注記
（1） 有形固定資産の減価償却累計額

賃　　貸　　資　　産 18,999百万円
社　　用　　資　　産 3,418百万円
合　　　　　　　　計 22,417百万円
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(2) 担保に供している資産
リ ー ス 投 資 資 産  12,048百万円
営 業 投 資 有 価 証 券  29,640百万円
関 係 会 社 株 式  10百万円
合　　　　　　　　計 41,698百万円

（3） 担保提供資産に対応する債務
短　 期　 借　 入　 金 10,000百万円
一年内返済予定の長期借入金 15,753百万円
長　 期　 借　 入　 金 11,295百万円
合　　　　　　　　計 37,048百万円

（4） 債権流動化に伴う支払債務及び債権流動化に伴う長期支払債務
債権流動化に伴う支払債務及び債権流動化に伴う長期支払債務は、リース債権流動化による資金調達額であ

ります。
なお、これに伴い譲渡したリース債権の残高は166,890百万円であります。

（5） 保証債務
営業活動に係る保証債務 13,868百万円
そ の 他 の 保 証 債 務  35,908百万円
合　　　　　　　　計 49,776百万円

（6） 営業債権に係る預り手形
リース投資資産に係る預り手形 203百万円
割賦債権に係る預り手形 3,083百万円

（7） 未経過リース期間に係るオペレーティング・リース契約債権
その他のリース契約債権 20,854百万円

（8） 一年を超えて入金期日の到来する営業債権等
リ　 ー　 ス　 債　 権 147,058百万円
リ ー ス 投 資 資 産  390,857百万円
割　　賦　　債　　権 64,846百万円
営　 業　 貸　 付　 金 274,080百万円
その他の営業貸付債権 74,932百万円
未経過リース期間に係るオペレーティング・リース契約債権 13,326百万円
合　　　　　　　　計 965,102百万円

（9） 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）
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短 期 金 銭 債 権  176,596百万円
長 期 金 銭 債 権  758百万円
短 期 金 銭 債 務  138,472百万円
長 期 金 銭 債 務  33,144百万円

４．損益計算書に関する注記
（1） 関係会社との取引高

売　　　 上　　　 高 7,117百万円
売　　上　　原　　価 1,668百万円
営業取引以外の取引高 3,847百万円

（2） 資金原価の内訳
支　　払　　利　　息 5,195百万円
受　　取　　利　　息 1百万円
差　　　 引　　　 計 5,194百万円

５．株主資本等変動計算書に関する注記
　自己株式の数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 640,003株 24株 7,300株 632,727株

（注） 普通株式の自己株式の増加24株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
また、普通株式の自己株式の減少7,300株は、当社の株式給付信託（BBT）からの給付による減少であります。

６．税効果会計に関する注記
（1） 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳

繰延税金資産
貸 倒 引 当 金 超 過 額  502百万円
減 価 償 却 超 過 額  352百万円
有 価 証 券 評 価 損  292百万円
未　 払　 事　 業　 税 220百万円
退職給付引当金超過額 91百万円
そ　　　 の　　　 他 4,043百万円
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繰 延 税 金 資 産 小 計  5,502百万円
評 価 性 引 当 額  △1,124百万円
繰 延 税 金 資 産 合 計  4,377百万円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △2,595百万円
為 替 差 益 否 認  △2百万円
そ　　　 の　　　 他 △133百万円
繰 延 税 金 負 債 合 計  △2,732百万円
繰延税金資産の純額 1,644百万円

（2） 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と
なった主要な項目別の内訳

法定実効税率 30.6％
（調整）
住民税均等割額 0.1％
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.6％
受取配当等永久に益金に算入されない項目 △3.7％
評価性引当額の影響 △0.6％
その他 1.4％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 28.4％

７．関連当事者との取引に関する注記
（1） 親会社及び法人主要株主等

種　類 会社等
の名称

議決権等
の所有

（被所有）
割合

関連当事者との
関　　　　　係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科　　　目 期末残高
(百万円)

その他の
関係会社

株 式 会 社
み ず ほ 銀 行

（被所有）
直接

23.03％

事 業 資 金 の 借 入
コ マ ー シ ャ ル・
ペーパーの発行等

資 金 の 借 入（注） 1 2,512,451
短 期 借 入 金 69,039
一年内返済予定の長期借入金 66,611
長 期 借 入 金 32,976

利 息 の 支 払 937 未 払 費 用 31
コマーシャルペーパーの発行 1,025,500 コマーシャル・ペーパー －
利 息 の 支 払 6 未 払 費 用 －
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その他の
関係会社
の親会社

株 式 会 社 み ず ほ
フ ィ ナ ン シ ャ ル 
グ ル ー プ

（被所有）
間接

23.52％

社 債 の 取 得 等
（注） 2

社 債 の 取 得 －
営業投資有価証券 50,477

社 債 の 償 還 15,000

利 息 の 受 取 932 未 収 収 益 188

（2） その他の関係会社の子会社等

種　類 会社等
の名称

議決権等
の所有

（被所有）
割合

関連当事者との
関　　　　　係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科　　　目 期末残高
(百万円)

そ の 他 の 
関係会社の
子 会 社 等

み ず ほ 信 託 銀 行
株 式 会 社 － 事業資金の借入等

資 金 の 借 入 （注） 1 416,500

短 期 借 入 金 6,500

一年内返済予定の長期借入金 10,132

長 期 借 入 金 6,734

利 息 の 支 払 92 未 払 費 用 0

資 金 の 借 入 （注） 1 184,000
債権流動化に伴う支払債務 47,929

債権流動化に伴う長期支払債務 16,750

利 息 の 支 払 92 未 払 費 用 0

そ の 他 の 
関係会社の
子 会 社 等

み ず ほ 証 券
株 式 会 社

（被所有）
直接

0.51％

コ マ ー シ ャ ル・
ペ ー パ ー の 発 行
社 債 の 発 行 等

コマーシャル・ペーパーの発行 529,100 コマーシャル･ペーパー 60,600

利 息 の 支 払 29 前 払 費 用 2

社 債 の 発 行 75,000
一年内償還予定の社債 40,000

社 債 165,000

利 息 の 支 払 342 未 払 費 用 145
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（3） 子会社等

種　類 会社等
の名称

議決権等
の所有

（被所有）
割合

関連当事者との
関　　　　　係 取引の内容 取引金額

(百万円) 科　　　目 期末残高
(百万円)

子会社 みずほ東芝リース
株 式 会 社

（所有）
直接
90％

設 備 の 賃 貸 ・
事業資金の貸付等
役 員 の 兼 任

資 金 の 貸 付 （注） 3 5,580,100
関係会社短期貸付金 53,230

関係会社長期貸付金 32,810

利 息 の 受 取 471 未 収 収 益 9

子会社 第 一 リ ー ス
株 式 会 社

（所有）
直接

90.03％

設 備 の 賃 貸 ・
事業資金の貸付等

資 金 の 貸 付 （注） 3 359,400
関係会社短期貸付金 28,800

関係会社長期貸付金 16,500

利 息 の 受 取 132 未 収 収 益 8

子会社
み ず ほ オ ー ト
リ ー ス
株 式 会 社

（所有）
直接

100％
事業資金の貸付等

資 金 の 貸 付 （注） 3 320,250
関係会社短期貸付金 14,860

関係会社長期貸付金 7,000

利 息 の 受 取 59 未 収 収 益 2

子会社
エ ム エ ル・
エ ス テ ー ト
株 式 会 社

（所有）
直接

100％

事業資金の貸付等
資 金 の 貸 付 （注） 3 1,922,530

関係会社短期貸付金 99,227

関係会社長期貸付金 106,950

利 息 の 受 取 1,046 未 収 収 益 93

債 権 の 買 取 等
債 権 の 買 取 （注） 4 10,170 そ の 他 の

営 業 貸 付 債 権 50,030
利 息 の 受 取 629

子会社 C y g n u s  L i n e 
Sh ipp ing  S .A .

（所有）
直接

100％
事業資金の貸付等

資 金 の 貸 付 （注） 3 15,903
営 業 貸 付 金 34,062資 金 の 貸 付 に 伴 う

担 保 の 受 入 36,794

利 息 の 受 取 544 未 収 収 益 28

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．資金の借入については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

２．取引条件については、当社と関連を有しない他の当事者との取引と同様であります。
３．資金の貸付については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
４．債権の買取については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
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８．１株当たり情報に関する注記
（1） 1株当たり純資産額 3,171円05銭
（2） 1株当たり当期純利益 224円61銭

（注）当社の株式給付信託（BBT）において株式会社日本カストディ銀行が保有する当社株式は、1株当たり純
資産額の算定上、当期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。なお、控除した当該自
己株式の当期末株式数は631,900株であります。
また、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
なお、控除した当該自己株式の期中平均株式数は当期末において634,140株であります。

９．金額の表示単位
　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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